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1 議案第 1 号 令和７年度豊見城市一般会計補正予算（第５号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12億1,760万２千
円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ354
億1,014万８千円とする補正、繰越明許費の追加等を行う
議案です。

2 議案第 2 号
令和７年度豊見城市国民健康保険特別会計補正予算（第
３号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ819万８千円を追
加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ71億6,591
万７千円とする議案です。

3 議案第 3 号
令和７年度豊見城市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第３号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ43万１千円を追加
し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億2,460万
３千円とする議案です。

4 議案第 4 号 令和７年度豊見城市水道事業会計補正予算（第２号）
収益的支出から194万９千円を減額し18億2,667万５千円と
し、資本的支出に90万４千円を追加し５億8,795万円とす
る等の議案です。

5 議案第 5 号 令和７年度豊見城市下水道事業会計補正予算（第３号）
収益的支出に71万８千円を追加し11億4,791万３千円と
し、資本的支出に98万４千円を追加し14億856万３千円と
する等の議案です。

6 議案第 6 号
豊見城市一般職員の給与に関する条例等の一部改正につ
いて

人事院及び沖縄県人事委員会の給与勧告並びに他市町村の
給与改定状況等を考慮して、職員の給料表及び期末・勤勉
手当の支給割合等を改定する議案です。

7 議案第 7 号
常勤特別職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に
ついて

人事院及び沖縄県人事委員会の給与勧告に伴い、一般職員
の期末・勤勉手当が引き上げられることから、一般職の職
員との均衡、県内他市の常勤特別職等の期末手当の改定状
況を考慮し、本市常勤特別職員の期末手当の支給割合を引
上げ改定する議案です。

8 議案第 8 号 損害賠償の額の決定及び和解について
損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第96条
第１項第12号及び第13号の規定により、議会の議決を求め
る議案です。

9 議案第 9 号 令和７年度豊見城市一般会計補正予算（第６号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,208万５千円を
追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ354億
2,223万３千円とする補正等を行う議案です。
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